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総 務 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２５年６月１４日（金）午前　９時５８分　開会

　　　　　　　　　　　　　午前１１時１８分　閉会

１．場所

第一委員会室

１．出席委員
委 員 長 三好義治  副委員長 上村高義  委　　員 藤浦雅彦
委　　員 南野直司  委　　員 三宅秀明  委　　員 野口　博

１．欠席委員
なし

　　　　
１．説明のため出席した者

　　市　長　森山一正　　　　　副市長　小野吉孝

総務部長　有山　泉 同部次長兼財政課長　北野人士
防災管財課長　西川　聡

１．出席した議会事務局職員
事務局長　寺本敏彦 同局総括主査　湯原正治

１．審査案件
議案第３６号　平成２５年度摂津市一般会計補正予算（第１号）所管分
議案第４５号　摂津市営住宅条例の一部を改正する条例制定の件
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（午前９時５８分　開会）

○三好義治委員長　おはようございます。

　ただいまから、総務常任委員会を開会

します。

　理事者から挨拶を受けます。

　森山市長。

○森山市長　おはようございます。

　連日、猛暑日が続いておりますが、雨

が少ないのがちょっと気になるところで

すけれども、皆様方には、お忙しいとこ

ろ、委員会をお持ちいただきまして、あ

りがとうございます。

　本日は、過日の本会議で、当委員会に

付託されました案件について、ご審査を

いただくわけですが、どうぞ慎重審査の

上、ご可決賜りますようよろしくお願い

いたします。

　一旦、中座させていただきます。

○三好義治委員長　挨拶が終わりました。

　本日の委員会記録署名委員は、藤浦委

員を指名します。

　審査の順序につきましては、先に議案

第３６号所管分の審査を行い、次に、議

案第４５号の審査を行うことに異議あり

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○三好義治委員長　異議なしと認め、そ

のように決定しました。

　暫時休憩します。

（午前　９時５９分　休憩）

（午前１０時　　　　再開）

○三好義治委員長　再開します。

　議案第３６号所管分の審査を行います。

　本件については、補足説明を省略し、

質疑に入ります。

　野口委員。

〇野口博委員　おはようございます。

　補足説明がないそうですけれども、幾

つか質問したいと思います。

　大きくは、２点でありますけれども、

一つは、当初予算でアベノミクスの財政

出動によって、地域経済活性化・雇用創

出臨時交付金、いわゆる元気臨時交付金

がつくられて、それが、６月を迎えて最

終決定ということになりまして、関連予

算の補正がされています。

　そういう関係の問題について、各事業

ごとに財源内訳も含めてお尋ねしたいと

いうのが１点です。

　それから、二つ目には、今回、元気交

付金のなくなった分を、多くは、新しく

市債を発行して賄うと、一般財源までも

市債で賄うという措置を行っております

けれども、そういう市債の起債の問題に

ついて、財政状況も含めて認識の問題の

二つを、まず、最初にお聞かせいただき

たいと思います。

　そこで、最初の元気交付金の決定であ

りますけれども、まず、一つ目は、コン

ピュータシステム新規構築事業から防犯

灯設置事業、これはちょっとまだ不透明

ですけれども、新在家鳥飼中線外１路線

改修事業、これは、３８０万円が元気交

付金になりましたけれども、同じ金額が

道路維持費で出ておりますので、これか

なと思って質問ですけども、そういう問

題。

　スポーツセンター耐震補強等事業など

が、一応、関連する元気交付金の問題で、

今回、新しく決定されて、その分を地方

債、一般財源に移ったということであり

ます。

　それの全体として、元気交付金が何ぼ

減って、そして、市債は何ぼ増やしたの

かということを、まず、１点目の１番と

してお答えいただきたい。

　次に、今、申し上げた事業ごとに確認

をしたいということの質問です。

　まず、コンピュータシステム新規構築

事業であります。
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　当初は、元気交付金１億６３６万８，

０００円を組んで、市債を４億２，３５

０万円、一般財源を３，４９１万７，０

００円と組んで出発をしました。

　若干の数字の違いはあるかもわかりま

せんけれども、今回、元気交付金がゼロ

となり、それにプラスして１億４，１２

０万円も増額して、５億６，４７０万円

の市債を組んでいます。一般財源はゼロ

になっています。その辺の問題です。

　防犯灯設置事業についても、元気交付

金４，２７４万円で組んでいましたけれ

ども、今回、これについては、当初予算

で一般財源３，２８４万９，０００円組

んでいますけれども、今回、補正の仕方

がプラス４万円で組んでいますけれども、

コンピュータシステムのほうでは、この

３，４９１万７，０００円から減額しま

すということで計上していますけれども、

防犯灯はそういうことをしなくて、プラ

ス４万円ですということで補正措置して

います。そういうやり方の問題も含めて

中身の部分です。

　新在家鳥飼中線外１路線改修事業３８

０万円の元気交付金になりますけれども、

これが、当初３８０万円の元気交付金に

対して、市債１，１２０万円組んでいま

すけれども、今回、鶴野新橋外２橋りょ

う耐震化事業で１，６２０万円組んでい

ますけれども、この辺の関係と、３８０

万円を減額という数字が１６ページの土

木費の中の道路維持費で国府支出金が同

じ数字が減額されていますけれども、こ

の橋の関係と、この道路維持の関係もま

とめてわかりやすく説明いただければと

思います。

　スポーツセンター耐震補強等事業につ

いても、今回、８，８８０万円、市債を

増やして１億５，１４０万円に補正を組

んでおりますけども、この事業そのもの

の一般財源が当初で今回どうなるのかと。

　元気交付金についても、当初の予定で

は、１億５，５２２万１，０００円組ん

でおりましたけれども、今回、１億１，

６２０万４，０００円減額ということで

ありますけれども、現時点で、最終的に

この元気交付金がつくのかつかないのか、

差っ引いた分がつくのか含めて説明をい

ただきたいと思います。

　二つ目、地方債の問題であります。

　今年度当初の議会で財政出動の関係で、

中学校、小学校の耐震補強工事を中心と

して、たくさんの市債も組んで事業費を

組んできました。

　その結果、ご承知のとおり、平成２４

年度として見た場合に、この新たな市債

発行と、元金償還の差がどんどん狭くなっ

た格好になります。

　今回、そういうことがあって、平成２

５年度当初は、約９億円の市債を組んだ

のですけれども、今回、こういう元気交

付金の決定によって、市債もいつものと

おり十四、五億円に膨らんできたという

点でありますけれども、今年度の市債の

動きについて、財政的側面からどう見て

いるのかということが一つ。

　それと、先ほど言いましたけれども、

一般財源がこの元気交付金の中で、当初

に比べて減らしたのか、そういうことも

含めて、この一般財源というのは、ご承

知のとおり、いろんな財源としてソフト

事業も使いますし、そういう点では、行

政全体の財政運営としては、やっぱり残

す努力をしていただいて、公共事業以外

にもさまざまな事業を展開していますか

ら、暮らしにかかわる問題を含めて、そ

こをやっぱり余裕を持たせて、時々の要

求に応えていくという点が大事かと思い

ますので、それを含めた問題について、

少し認識をお尋ねしたいと思います。
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　三つ目は、電子計算費として、１４ペー

ジ、１５ページに計上されて、いわゆる

元気交付金の決定によって市債をふやし

たり、一般財源を減らしたりということ

で、財源の内訳の変更ということであり

ますけれども、いろいろ本会議の論議に

なって、そういう予算計上の中の補正予

算ですから、深くは、論議は、当然でき

ませんので、確認の意味で改めてこの場

所でお尋ねしておきたいと思います。

　当初予算時にきちんと総務常任委員会

で議論できなかったことも反省を、一応、

しているわけでありますけれども、本会

議でご答弁なさったように、いろんな経

過を踏まえてＪＩＰという業者に決定し

た。

　これまでは日立システムで行っていた

けれどもと、いろんな経過が指摘されて、

改めて摂津市のコンピュータ関係の流れ

が、現時点でわかったわけでありますけ

れども、そういうことについて、総務常

任委員会としてなかなかこの間、説明を

受ける場面もなかったし、僕らも質問し

なかったので、大変申し訳なかったと思

いますけれども、改めてきちんと経過を

担当課長でお答えいただきたいと思いま

す。

　合わせて、平成２０年度にオープンシ

ステムにシステム変更したときに、構築

費用などは、５年間でチャラにできると

か、イニシャルコストがその後要りませ

んよという説明をなさったと思うのです。

それがいろんな資料をいただきますと、

なかなかそうなっていないと。いわゆる、

コンピュータメーカーは仕事ですから、

この半年間ごとにいろんな機種を変えて、

経営戦略を展開していくわけであります

けれども、そういう説明をなさって、議

会の議決を経て出発したと、そして、５

年目を迎えるとする中で、結構お金もか

かってきているという、こういうことに

ついても、この際、どういう総括をなさっ

て、その総括に基づいて、今後、庁内の

そういうＬＡＮの問題について、専門的

なことも含めて、どういう構えで臨もう

としているのかということを合わせて、

確認の意味でお答えいただきたいと思い

ます。

○三好義治委員長　北野次長。

○北野総務部次長　野口委員の３点にわ

たるご質問にお答えいたします。

　まず、１点目ですが、元気臨時交付金

の減少に伴う市債の増について、それぞ

れ事業ごとの財源内訳がどうなってきた

のかという問いでございます。

　まず、１４ページに、それぞれ担当の

目が出ております。

　１点目でございます。目、電子計算費

には、ご指摘のとおり、庁内の基幹業務

システム、及び情報系システムのコンピュー

タ構築費用のイニシャルコストに対して、

元気臨時交付金、あと地方債を考えてお

ります。

　これは、当初予算では、起債対象事業

費５億６，４７８万５，０００円に対し

まして、地方債４億２，３５０万円、元

気臨時交付金１億６３６万８，０００円

を見込んでおりました。

　これは、内閣府の内示に関連して、一

定、義務教育の裏負担を見ておったので

すが、今回、全体として、２億６，１１

１万２，０００円が減になるというとこ

ろでございまして、このコンピュータシ

ステムで見ておりました１億６３６万８，

０００円を減額させていただき、地方債

を１億４，１２０万円充当したと。

　この充当率は、基本的に、１００％の

充当率も考えておりますので、結果とし

て一般財源が出ております３，４８３万

２，０００円の減が出たということでご
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ざいます。

　続きまして、１６ページでございます。

道路維持費の財源内訳でございます。

　これは、ご指摘のとおり、新在家鳥飼

中線についての財源内訳の変更でござい

ます。

　これは、当初予算では、起債対象事業

費１，５００万円に対して１，１２０万

円の地方債、それと元気臨時交付金３８

０万円を見ておりました。

　この３８０万円の元気臨時交付金を、

全額減をしまして、新たに今回、起債の

３ページに、新在家鳥飼中線とは違うの

ですが、当初、見ておりませんでした鶴

野新橋外２橋りょうに対して、国費がつ

いてまいりました。

　そのかげんで、国費の裏負担について、

一般公共等事業債というのが充当できま

すので、これが、追加で１，６２０万円、

地方債で出てきたということでございま

すので、この１，６２０万円の地方債に

ついては、当初、充てておった新在家鳥

飼中線とは、違う意味で追加の増である

というところでございます。

　続きまして、次の目でございます。体

育施設費の中身でございますが、この中

に、三宅、味舌の両スポーツセンターが

ございまして、これに対して、元気臨時

交付金を見込んでおったわけですが、当

初、事業費２億１，５５４万５，０００

円に対して、元気臨時交付金１億４，６

１９万１，０００円を見ておったわけで

すが、この元気臨時交付金が、この補正

によって５，５１１万５，０００円まで

減にいたしております。

　このかげんで、ここの減額の１億１，

６２０万４，０００円の国費の減になり、

地方債をかわりに８，８８０万円増にさ

せていただいたということでございます。

　２点目は、地方債についての財政課と

しての基本的な認識という問いでござい

まして、予算書の２０ページ、２１ペー

ジをごらんになっていただきたいと思い

ます。

　ここで、表示いたしております前年度

末現在高２４８億２，８１２万円は、ほ

ぼ平成２４年度の決算を見込した形の現

在高を入れさせていただいております。

　当該年度中起債見込額、この１４億７，

７７０万円につきましては、今回の補正

で増とさせていただいた部分と当初予算

が乗っかっております。

　ただし、この１４億７，７７０万円に

は、平成２４年度から繰り越した義務教

育関連で５本程度大きな事業がございま

す。

　この事業等にかかわりまして、平成２

４年度から平成２５年度に繰り越してい

ます地方債が７億８，９６０万円ござい

ますので、現在の予算ベースで言います

と、この平成２５年度の発行見込額は２

２億６，７３０万円になります。

　これを、差し引きしますと、ここで表

示しております２３０億４７６万８，０

００円の今年度末現在高ではなしに、２

３７億９，４３６万８，０００円の残高

になるというふうに見込んでおりまして、

これをどう評価するかというお問いでご

ざいます。

　平成２５年、平成２６年、この両年は、

３０億を超える元金償還額がございまし

て、これの以内に抑えれば、当然ながら

必然的に現在高は減じてまいります。

　それで、今後の財政運営にもかかわる

ことでございますが、できるだけ地方債

残高を減らしながら、主要基金の残高を

温存してまいりたいと考えておりまして、

今後、およそ今のベースの２０億円前後

の発行でまいりますと、１０年後には、

２１０億円程度の残高になろうかなと。
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　財政状況によって、もうちょっと地方

債を減に、例えば、１５億円ぐらいに抑

えてかかれば、およそ１０年後には、１

７０億円程度に減じてまいります。

　これは、一番いい見込みの場合でござ

います。

　そういう税とか、外部環境が非常に厳

しい状況になれば、地方債をさらに発行

してまいらなければなりません。

　２５億円でシミュレーションいたしま

すと、１０年後には、２６４億円と、今

の残高を３０億円程度上回っていくよう

な残高になろうかなと。

　現在、標準財政規模が、１８１億２，

５００万円でございますので、この辺の

ことから考えると、一応、能力的には、

地方債を発行する能力は、２５億円になっ

たとしてもあるというふうには考えてお

りますので、基本的には、この１５億円

から、この２５億円、この辺の幅をター

ゲットに財政運営をしてまいりたいと考

えております。

　あと、その中で、一般財源のお話がご

ざいました。なるほど、その地方債を発

行すれば、先ほどコンピュータの例でも

わかりますが、一般財源が逆に減少して

まいります。それをどのように調整する

かと、今回の補正が最終的にどうなった

かと言えば、８ページ、９ページをごら

んになっていただきますと、歳出の事項

別明細の総括が載っておりまして、その

補正額の財源内訳を見ていただきまして、

歳出合計欄を見ていただきますと、国府

支出金が３，１９４万３，０００円、地

方債が５億５４０万円になり、一般財源

が１，００５万２，０００円必要だとい

う形になっておりまして、トータルしま

して、最終的には、その財政調整基金を

入れながら、この一般財源の確保になっ

たということでございますので、地方債

等を活用しながら、できる限り、主要基

金の入れ方を減じて、主要基金の温存を

図るような予算にしてまいりたいという

評価をしていただければなというふうに

考えております。それが２点目でござい

ました。

　次に、３点目のコンピュータの選定に

絡んでの経過等についてでございますが、

平成２０年度に、いわゆるその汎用機か

ら、パソコンを主体としたオープンシス

テムに変更してまいりました。

　当初の考え方としては、オープンシス

テムを使うことによって、そのユーザー

数、ユーザーがたくさんおられれば、い

わゆるその割り勘効果によって、制度改

正に伴う変更費用も低減できると、当然

ながら、汎用機は、独自の摂津市の仕様

でございますので、そこから考えると、

当然ながら、そういう結果になろうかな

というふうには考えておったわけでござ

いますが、ふたを開けてまいりますと、

オープンシステムとは言え、同じエンジ

ンを全ての団体が使っているというわけ

ではございませんで、それぞれ、市町村

の独自の、例えば、国保でございました

ら、減免の制度でありますとか、国保料

のいろんな形でございますとか、それぞ

れ、個々団体の非常に細かな取り扱いが

ございます。

　そういう意味で、もともとノーマルで

あったエンジンに対して、チューンアッ

プをしていくと、そうしますと、そのエ

ンジン自体そのものが、その流通してお

りますエンジンとは違うような形になっ

てくると、そういうことがございまして、

それに制度改正が乗っかってくると、同

様に人手がかかり、摂津仕様の分に費用

負担が発生するというようなことになり

まして、結果として、当初考えておった

ような財政負担の大きな軽減にはならな
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かったかなというふうには考えておりま

す。

　それで、今回の選定に至るわけなので

すけど、本来、摂津市にとっては、平成

２０年に入れた基幹業務についてのオー

プンシステムは、１０年程度は使う考え

の下、我々としては考えておりました。

　ところが、ベンダーの経営戦略等もご

ざいまして、いわゆるクライアントサー

バー方式から、ウェブ方式であるとか、

あるいは、クラウド方式であるとか、そ

の技術の進歩によって、そのもともとあ

りましたエンジン部分が大いに変化して

まいります。

　そういう意味で、この平成２４年度に

なって、既存ベンダーが、要するにエン

ジン部分の入替えを求めてまいりました。

　そういうことで、今後、違った形のエ

ンジンに対して、いろんなチューンアッ

プを施していくとなると、非常に大きな

費用が発生するということで、見積書を

いただいたわけです。

　今後、また、１０年間大きな費用が発

生するというような現状を踏まえまして、

本来なら、総務部長が本会議でも申して

おりましたが、いわゆる随契で特命とい

うような形が本来の姿かなと思うのです

が、そういうことにはならず、とりあえ

ずは、関係のあるベンダーに対して、摂

津市の仕様において、新たなシステムを

入れるとしたら、どの程度の費用がかか

るのかということで、概算の見積もり等

を問い合わせましたところ、既存ベンダー

の費用と、余り変わらないような費用が

提示されましたので、ここで最初に戻っ

て、一から選定にかかろうではないかと

いうことが、庁内的に政策推進会議等で

諮られながら、議論されて出てまいった

わけです。

　平成２４年度に、私が、一応、座長に

なりながら、関係課長を集めて、６回余

りの選定委員会をやってまいりました。

　最初は、５社のベンダーにお声をかけ、

提案をいただき、書類選考等で３社まで

絞らせていただきまして、３社に対して、

当然ながら、今、日ごろ事務をしており

ます職員に対してのデモでありますとか、

聞き取り等をさせました。

　それと当時に、その３社が、我々に対

して、プレゼンテーション、自分のとこ

ろのシステムの長所をおっしゃっていた

だくというような場面を設け、いろいろ

種々選定委員会で検討して、最終的に既

存ベンダーと日本電子計算の２社が残っ

てまいったわけです。

　いろいろと関係課長級で議論をしてま

いったわけですけど、なかなか課長級の

議論になりますと、縦割りの感が非常に

多く、強く出てまいりますので、どうし

てもなかなか議論が収束しないというよ

うな状況になりました。

　ここで、関係部長に寄っていただいて、

副市長に座長になっていただいて、最終

的に既存ベンダーから日本電子計算株式

会社にベンダーを決定したところでござ

います。

○三好義治委員長　野口委員。

〇野口博委員　１点目のところですけれ

ども、当初、その今回数字は申し上げら

れませんが、新在家鳥飼中線の３８０万

円はなくなるけれども、市債の当初の予

定の１，１２０万円はどうなったかのか

確認の意味でご答弁ください。

　それと、それぞれ、コンピュータ関係

は一般財源はゼロになりました。防犯灯

設置事業については、当初、３，２８４

万９，０００円、一般財源を組んだけれ

ども、今回の補正で、この減額措置はし

なくて、いわゆる到達として４万円足す

のですか。
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　それが、その当初の一般財源の額に４

万円足したらいいのかということも含め

て、防犯灯設置事業については、一般財

源は何ぼになるのかということ。

　ちょっと細かい数字ですけれども、お

答えいただきたいと思います。

　それでトータルとして、私、計算すれ

ば、元気交付金については、２億６，１

１１万２，０００円が減額となって、２

億７，７７０万円の市債をプラスして発

行したということだと思うのですけれど

も、その辺の確認もしておいていただき

たいと思います。

　それと、元気臨時交付金の見方ですけ

れども、いわゆるこの６月で全て平成２

５年度としては、最終決定なのか、まだ

動くのか、その辺の動きについても、教

えていただければと思います。

　あとの市債の問題です。いろいろ市債

の増減について、１０年間を想定して、

１０億円、１５億円、２５億円というこ

とで、大体の１０年後の残高も含めなが

ら、大まかな１５億円から２５億円の間

という話でありますけれども、この間、

起債と元金償還の流れを見てみますと、

大体もともと借金が多いわけですから、

当然、元金償還金額も多いわけです。

　それで、今年度が当初予算の見込みで

は、一般会計で９億７，２３０万円で、

起債は出発して、元金償還は３３億１０

５万２，０００円であります。

　この間、見てみますと、そう変わらな

いのが、平成２１年度、これが一般会計

で３４億円の新たな起債を行って、元金

償還が３５億円と、数億円の差しかない

ところまできたと。

　あとは、大体１０億円から２０億円、

例えば、２０１０年度は、１９億６，０

００万円の起債発行で、元金償還は、３

０億円と。

　２０１１年度決算では、２０億円の起

債発行で、元金償還は３０億円で１０億

円の差があります。

　こんな感じですので、大体、この２０

億円は超えない範囲で、この間、このい

わゆる起債と元金償還の関係は、こう流

れてきているわけであります。

　当然、経済状況、歳入によっては、い

ろいろ市債も組んで、いわゆる一般財源

なり残して、また、臨時財政対策債を残

して、全体の施策展開に活用するという

ことも当然されてきたと言いますけれど

も、そこでお尋ねしたいのは、確かにそ

の２０億円出しても、１０年後２１０億

円で２０億円減りますけれども、その摂

津市の市債の今の現在高が、大阪府下の

自治体の中で多いのか少ないのか、いつ

も僕らもそうなんだけども、元金償還が

多いからこれだけの差だから余裕があっ

て、起債も発行して、結果として４年間

で１００億円減っていますので、そうい

う減り方をするのだということで見てお

りますけど、そもそもその出発で、摂津

市の市債残高が多いのかどうかという点

は、どう認識したらいいのか、お答えい

ただきたいと。

　ちなみに、平成２３年度の決算では、

一般と公共下水道で６７０億円の残高で

ありますので、市民一人当たり７９万５，

０００円の金額になります。

　水道の残高の３６億円入れますと、７

０７億円になります。

　市民一人当たり８３万８，０００円に

なります。こういう市債残高の元金償還

の３０億円前後というのは、多いのか少

ないのか含めて、認識をお尋ねしておき

たいと。

　同時に、また、決算が出た時点で、次

の中期財政見通しにつながっていくだろ

うと思いますけども、７月に入っていき
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ますので、たばこ税だとか、そういった

この間論議になっている交付団体なのか、

不交付団体なのかという、今後の財政上

の関係が大きく左右される、そういうファ

クター問題については、どうなのかとい

うこともあわせてこの機会にお尋ねして

おきたいと思います。

　３点目のコンピュータ問題であります。

　なかなか僕らもパソコンは使いますけ

れども、細かいところまでわからない部

分もありますので、そういうことを踏ま

えた論議はなかなかできないのですけれ

ども、要は、そのいろんな経過はわかり

ませんけれども、５年前にそういうオー

プンシステムにして、こうなりますよと

いうことで出発をしました。僕らもそう

いう説明を受けてきたと。

　おっしゃっているカスタマーによって、

各自治体ごとの細かいところは、この基

本システムに合わせて若干の修正をしな

がら、各自治体が使いますけれども、そ

れは当然わかっていることで、この間、

ずっとコンビニ収納で、いろいろそうい

う点も拡大して、納付できるように条件

整備もしました。

　いただいた資料では、例えば、２０年

当時は、維持費は１億円で毎年進みます

という話でありましたけれども、若干、

その保守点検が少なくなって、新たに６，

３００万円ほどかかるということで、合

計毎年２，０００万円ほど余分にかかる

ということも聞いておりますけれども、

その辺の総括について、要は、そのコン

ピュータシステムの問題について、やっ

ぱり発注する側が専門的な知識と言いま

すか、それをいかに貯えながら議論して、

いいものに決定していくというために、

職員の側の勉強と言いますか、それは、

どういうふうにお考えなのかということ

も合わせてお尋ねしておきたいと思いま

す。

　それで、数字の問題で教えてほしいの

ですけれども、例えば、今僕は簡単に申

し上げましたけれども、例えば、そのオー

プンシステムのときに、こうだったけれ

ども、これだけ余分にかかりましたとい

う切り口で見た場合に、何ぼかかるのか、

その辺は余分にかかる費用を教えていた

だきたいと。

　今回の５億６，０００万円に近い予算

で、イニシャルコストで取り組もうとし

ていますけれども、当初予算の７７ペー

ジに、電子計算費として、委託料で住民

情報システム保守委託料８，４０８万３，

０００円がありますけれども、今後、移

行する場合に、現行の日立システムの部

分と交差しながら、いわゆるＪＩＰ１本

にしていくという流れが出てきますけれ

ども、その辺の余分にかかるお金といい

ますか、その分がどうなるのかというこ

とと、ＪＩＰに変わった場合に、この８，

０００万円ほどで、当初予算で保守委託

料を組んでいますけれども、この辺のイ

ニシャルコストは別にして、今後、ＪＩ

Ｐ１本になった場合に、大体、どのくら

いでいくのか、目安として教えていただ

きたいと思います。

○三好義治委員長　北野次長。

○北野総務部次長　３点に渡るご質問で、

まず、元気臨時交付金の財源内訳の関係

で、新在家鳥飼中線の地方債についての

お問いがございまして、新在家鳥飼中線

の地方債は、当初１，１２０万円見てお

りまして、現在も１，１２０万円見てお

りまして、変わりはございません。

　それと、ＬＥＤ防犯灯の関係の一般財

源の件でございますが、当初、ＬＥＤ防

犯灯は、今回の補正でも１１ページをご

らんになっていただきますと、ＬＥＤ街

路灯等導入促進事業補助金８００万円の
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減というのをしております。

　実は、これは、環境省のほうにコンペ

形式で投げたわけですけれども、残念な

がら、コンペには、当選できずというこ

とで、今回、８００万円落としておりま

す。

　この結果、ＬＥＤにかかります１億４，

６７４万円程度、これに対して、１００

％地方債をはっていって、１０万円未満

の端数が出ているということでございま

す。

　続きまして、元気臨時交付金の現在の

補正で組んでいる数字が最終決定かどう

かというお問いでございますが、現在、

内閣府を通じて、内示がきておりますの

は、今回、補正を組んでおります数字よ

りも、小さい数字で内示がきております。

　現在、内示がきておりますのは、３，

９５１万６，０００円でございます。

　今後、スポーツセンターに係ります国

費申請の裏負担に関する追加の元気臨時

交付金、この上、これを対象にしてまい

りますと、今回、最終的に５，７８２万

７，０００円程度見ておるのですが、こ

れに達していくのかなというふうに考え

ておるのですが、ただし、これ歳出に対

しての補助裏の７掛けという考え方です

ので、歳出が入札等で減じられますと、

当然ながら、今見ております数字も減じ

てまいるということでございます。

　続きまして、地方債の関連で、残高の

評価ということでございますが、現在の

２３７億９，４００万円程度という、今

年度末残高を、どう評価するかというこ

とでございますが、実際、府内の普通会

計ベースの地方債残高でいきますと、摂

津市の位置関係で言いますと、４１団体

中２１位の市民一人当たりの残高にする

と、そういう２１位のところにあるとい

う、これをどう評価するかでございます

が、やはり、我々としては、近隣各市、

茨木市、高槻市のような残高までできる

なら、外部環境が好転するなら、そちら

の方向にもってまいりたいというふうに

考えておるところでございます。

　それと合わせて、今後のその財政運営

の中で、普通交付税の算定結果が大いに

かかわってまいります。

　現在の単位費用も示され、いろいろな

補正係数が示されますのは、７月辺りに

なりまして、算定が７月末までになりま

す。

　前年の補正係数にし、測定単位を入れ、

法定されました単位費用を掛け合わせて

見ますと、昨年よりは上回る普通交付税

の額になるわけでございますが、これは、

あくまで試算の状況でございまして、ふ

たを開けてみて、国のほうがどういう形

で補正係数をいらって、交付税総額をコ

ントロールしていくのかというのが、ま

だ、決まっておりませんので、これが、

もし、交付成りになれば、普通交付税プ

ラス臨時財政対策債の資格分が出てまい

りますので、市財政にとっては、大いに

好転すると、当初、２６億円余りの主要

基金を入れながら予算組みをしておりま

すので、このことによって、大きくこの

部分は戻せるのかなというふうには考え

ております。

　最後に、そのコンピュータのお話でご

ざいました。

　非常に、このコンピュータ業界という

のは、日進月歩と言いますが、非常に技

術進歩の早さというのが目まぐるしいと

言いますか、これについていくだけの知

識を職員が持つというのは、非常に困難

なところであろうかなというふうには考

えております。

　我々も、今後、選定に当たっては、コ

ンサルティング業者であるとか、そうい
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うことも念頭に置きながら考えてまいっ

ているところでございます。

　おっしゃっていますその費用の件なの

ですが、私のほうは、なかなか細かいお

話まで言えない部分がございまして、今

回、選定に当たっては、これは基幹業務

だけなのですが、一定、前回の反省を踏

まえて、その１０年をスパンで、例えば、

今、考えられるマイナンバーという法案

が通りましたので、そのマイナンバーも

含めて、その今後１０年間、今の条件で

当てはめるとしたら、このイニシャルコ

ストも含めて、どの程度の費用がかかり

ますかというような投げかけをしており

ます。

　これを見ますと、当初、日本電子計算

株式会社が挙げてきた数字が、１０年間

で８億３，６００万円程度ということで

ございます。

　ただし、前回平成２０年から以降、い

ろいろ費用が大きいなどのご指摘がある

のですが、それは、やっぱり我々が想定

していなかった国の制度変更、例えば、

外国人登録を住民基本台帳の中に入れ込

むであるとか、そういう部分が多く発生

したところによって、当初、見込んでおっ

た費用の低減ができなかったということ

でございますので、よろしくお願いした

いと思います。

○三好義治委員長　野口委員、コンピュー

タシステム新規構築事業については、ちょっ

と踏み込み過ぎている部分があるので、

私も基幹事業として認識しているので、

改めてまた説明の機会を持つか資料提供

するか、配慮したいと思います。

　きょうは、歳入、また歳出では財源の

割り振りだから、その辺を認識して質問

してください。

　野口委員。

〇野口博委員　そしたら、また別の機会

を設けていただくということなので、そ

の辺にしておきますが、とりあえず、き

ちんと、今後１０年間について、今の出

発時点の予測がはずれないように、頑張っ

ていただきたいと。

　個人的には、５年前買ったパソコンが、

去年バージョンアップによって、その５

年前の分がいっぱいになりましたので、

同じＯＳができないというのがわかって、

その同じコンピュータも使えないと、新

しく同じタイプの同じ機種、新規で買っ

たとしても使えないというのがわかって、

それだけコンピュータの業界も進歩して

いるので、いろいろ大変だと思いますけ

ども、そういう勉強も含めて、対応等を

よろしくお願いしておきます。

　それで、もう余り申し上げませんが、

要は、財政問題的には、いろいろお考え

があろうかと思いますけれども、昔、朝

日新聞で普通会計ベースではなくて、全

体予算に対しての市債残高、一人当たり

で出た分が１０年ほど前ですけど、当時

は、借金が多かったのですから、大阪府

で３番目だったのです。高石市も当然入っ

ていましたけど、高石市と摂津市は、大

体同じ財政構造的な分がありますけども、

いわゆる全体の会計を見た場合にどうな

のかというのが、なかなか府下的に比較

できるような資料がありませんので、全

体の論議ができませんけれども、今、おっ

しゃったように、普通会計ベースではそ

うだと思います。

　要は、その一般財源だとか、今、おっ

しゃった今後臨時財政対策債だとか普通

交付税が入ってくるだろうとおっしゃっ

ていますので、そのいろいろ地方自治体

の立場として、市民の暮らしを守ってい

くだとか、いろんな施策の発展だとかを

含めて、入り用がたくさんありますので、

ぜひ、そういう角度から、財政運営して
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いただいて、市民の願いがあれば応えて

いくという準備はしていただけるような

構えで取り組みを進めていただきたいと

いうことを、最後お願いして質問を終わ

ります。

○三好義治委員長　ほかに。

　上村委員。

○上村高義委員　今、野口委員が質問の

中で、委員長がコンピュータ関係は、別

途開催するということで言われましたの

で、その関係で、先ほど、答弁の中で、

この選定の検討委員会の中で、関係各課

長というお話があったのですけど、そう

いうところも含めて、その次の機会に、

ぜひ、報告していただきたいと思ってお

りますので、全庁のどこまでが検討対象

に入ったかというのが、非常に気になり

ますので、そこも含めて、ぜひ、ご報告

いただきたいと思っています。

　先に委員長が、我々委員に対しても、

ちゃんとこのコンピュータシステムにつ

いて、別途説明を受けるということであ

りましたので、非常にコンピュータシス

テムについて、疑問を持っていたのです

けれども、そういう取り計らいをいただ

きましたので、それはそれで、ぜひ、お

願いしたいと思っております。

　それと、今回、元気臨時交付金の関係

で起債が当初、９億７，２３０万円が、

いきなり１４億７，７７０万円になった

ということで、予想はされたのか、不測

の事態なのか。起債が増えたのですけれ

ども、先ほどの説明の中で、若干、気に

なる点があったのは、今後、１０年間を

予想した場合に、２０億円の起債であれ

ば、２１０億円、１５億円であれば、１

７０億円になるということになったので

すけれども、その中で、若干、答弁の中

で気になっていたのが、今回、不測の事

態みたないことになっているのですけど

も、そこで、その市の公共施設の老朽化

という観点から、そういう不測の事態が

あるかもしれないということは、頭にな

いのかどうか、中期財政になると思いま

すけれども、そういうことは考えておら

れるのかどうか、答弁いただきたいと思

います。

○三好義治委員長　北野次長。

○北野総務部次長　今、ご指摘いただい

た公共施設の老朽化の問題というのは、

非常に市として重い問題でございます。

　当然ながら、対処療法的な営繕もやり

ながら、建替えであるとか、更新時期と

いうのを考えてまいらなければなりませ

ん。

　それも一時にいきますと、過去のよう

に地方債残高が一気に膨らみ、その償還

で財政が破たんするというような懸念に

なってしまいますので、我々としまして

は、老朽化の対応を、今後、どうしてい

くのか、その一定、建替えなり、更新時

期をどういう形で平準化していくかは、

当然、財政見通しも含みながら、今後、

庁内全体で検討してまいりたいというふ

うに考えております。

○三好義治委員長　以上で、質疑を終わ

ります。

　暫時休憩します。

（午前１０時４８分　休憩）

（午前１０時５０分　再開）

○三好義治委員長　再開します。

　議案第４５号の審査を行います。

　本件については、補足説明を省略し、

質疑に入ります。

　野口委員。

○野口博委員　そしたら、３月に指定管

理者制度導入に関する指針の第２次改訂

版をつくった直後の今回の指定という条

例の改正であります。

　そういう角度も含めて、改めてお尋ね
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していきたいと思います。

　まず、今回の市営住宅について、指定

管理者にするメリットという点で、２０

０３年の国の公共施設についての管理運

営について、指定管理者制度導入という

方針が決まった以降、全国で、そういう

取り組みがなされて、約１０年ほど経つ

わけであります。

　その中で、国の通達、助言も含めてい

ろいろこの間の全国の自治体の状況を踏

まえながら内容が変わってきていますけ

れども、中心点は、市民サービス向上に

寄与していくと、いわゆる、価格ベース

に陥らないということと、そこで働く労

働者の皆さんの状況をきちんとするとい

う、二つの大きな柱が改めて強調されて、

今日にいたっています。

　摂津市は、この改訂版で言えば、３８

施設を指定管理者制度を導入していると、

表では、３６施設あって、公募２１、非

公募１４ということも示しながら、これ

からまたさらに動いていくだろうと思い

ますけれども、その関係からして、本来

なら、指定管理で目指しているところで、

その市営住宅の指定管理の中で、その住

民サービスの向上という点では、どうい

う内容なのかと、それが、なぜ、これま

での市営住宅はたくさんあって、長年取

り組んでいる中で、そのことを市が直営

でもやっておりますけれども、部分的に

委託するにしても、なぜ、市職員にでき

ないのか。

　これは、なぜ問うかというのは、いろ

んな場面でお話しますと、民間委託をし

たら住民サービスが向上しますよという、

これの一点張りです。これでいいのかと、

もっと公務員としてきちんと受けとめて

いただいて、自信を持って、その中で、

市の責任を果たしながら、その中ででき

ない部分については委託をし、全体とし

て市民サービスを向上させていくのだと

いう、構えの問題が、なかなか感じられ

ないという点がありましたので、そうい

う問題を含めて、サービス問題について、

構えと実際に市営住宅はどうなのかとい

うところを第１点としてお聞かせをいた

だきたいと思います。

　先ほど、二つ言いましたけれども、労

働条件の問題で、昨年お話しましたよう

に、摂津市が発注している仕事に関連し

て、例えば、シルバー人材センターで、

最低賃金が昨年９月３０日で８００円に

なりましたけれども、昨年、その時点で

改正しなくて、今年度、８２０円に改定

して合わせたわけですけれども、本来な

らば、その事務手続きが大変だけれども、

その９月３０日から変更して対応すべき

という、やるべき構えだと思っています

けれども、これをしないできたというと

ころに、改めて、この二つの問題につい

て、この労働条件の問題について、市の

関わり方がどうなのかと問われているか

と思っています。

　そういう点で、今度、市営住宅もそう

でありますけれども、その反省を受けて、

このサービスの問題と、労働条件の問題

について、どう担保していくのか、その

辺をお聞かせをいただきたい。

　三つ目は、いろいろ参考資料も書いて

いるわけですけれども、駐車場について、

料金として指定管理者のほうで管理運営

していただくということは、この申込み

だとか、料金徴収もそこで受けると思い

ますけれども、そうした場合に、まず、

市営住宅の申込みについて、現状どおり

市役所で入居申請はできるのかとか、そ

ういう今回の指定管理者制度導入によっ

て、申込みをしたい方がどういう流れで

いくのか、簡単に説明いただきたい。

　合わせて、駐車場の経営もそういう格
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好でするとしたら、例えば、一般的に言

うタイムズとか、民間駐車場を経営して

いる団体などが、市営住宅の駐車場が空

いていますと、活用したいと思ったら、

そういう活用ができる内容でもあるのか

ということを確認の意味でお聞かせいた

だきたい。

　４点目は、当初予算書で、９４ページ

に防災管財課で市営住宅管理事業という

ことで、総額２，９４２万３，０００円。

人件費２人分で１，７４９万８，０００

円ということがあります。

　現在、防災管財課として、いろんな仕

事がありながら、この仕事もしていただ

いているということで、事務執行されて

いると思いますけれども、現状でも、例

えば、住宅敷地内樹木管理委託料５１万

１，０００円だとか、緊急通報設備管理

委託料１６１万円だとか、こういう予算

組みされて対応しているわけです。

　こういう一番最初の問題に戻ったらあ

きませんけども、こういう当初予算の委

託料の部分を含めて、指定管理者制度に

なった場合、どのくらいの予算組みにな

るのか、経費削減も大きな柱ですから、

例えば、総額で４，６９２万１，０００

円という数字がありますけれども、これ

が実際、どのくらいの経費削減になるの

かという問題、少しこの際聞いておきた

いと思います。

　まず、その４点お願いいたします。

○三好義治委員長　西川課長。

○西川防災管財課長　ご質問の４点につ

いてお答えさせていただきます。

　まず、１点目の指定管理者導入に対し

てのメリット、それから、直営でできな

いのかについて、お答えさせていただき

ます。

　現在、市営住宅につきましては、鳥飼

八町団地１６戸、一津屋第１団地４０戸、

一津屋第２団地７０戸、三島団地８４戸、

計２１０戸の管理をしてございます。

　今回、指定管理者制度を導入するに当

たって、メリットとしまして、管理の効

率化、コストの削減ということで、現在、

管理につきまして、共同住宅につきまし

ては、貯水槽、エレベーターの保守点検、

それから、植栽の剪定、害虫の駆除、施

設の破損による修繕等、実際に管理委託

等を出させていただいています。

　こちらにつきましては、それぞれ個別

の業者を選定して実施しておりますが、

指定管理を行うことによって、一元化さ

れるということで、コストの大幅な削減

を図れるものと考えております。

　それから、２番目に体制の強化といた

しまして、現在、市営住宅の管理運営に

つきましては、防災管財課の職員で担当

しておりますが、管理業務につきまして

は、平日９時から５時までの管理業務を

しておるのですが、実際には、夜間休日

等、問題が発生した場合には、その都度、

宿直を通じて、私たちに電話が入って、

それに対して、緊急の場合は、業者を呼

び、緊急でない場合は、後日、対応をお

願いしているという状況でございます。

　今回、指定管理者制度を導入すること

によって、我々考えておりますのは、専

従する職員を配置されることによって、

２４時間３６５日の対応が可能となると

いうふうに考えております。

　それから、それ以外につきましては、

先ほどもこの条例にもございますように、

駐車場の有効利用でありますとか、高齢

者が住まわれている世帯が多いというこ

とで、高齢者の見守り等も中に導入でき

ていければなというふうに考えておりま

す。

　また、直営ではできないかということ

につきましては、先ほども申し上げまし
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たように、宿直を通じて、当日の対応を

しておるのですが、やはり、我々職員が

現地で住居内の設備を見ますと、簡単な

ものはわかりますが、専門性が要るもの

に関しましては、やはり、そこで業者を

呼んで対応をお願いするということにな

ります。

　最近、寄せられたものにつきましては、

水道栓の蛇口の不良であるとか、そうい

うものが寄せられますが、水道栓につき

ましても、最近、住居でかなり特殊なも

のを使われるようになっておりますので、

職員ではなかなか対応できない、業者を

呼んで対応していただくということにな

りますので、なかなか簡単な対応ができ

ているとは言えませんので、その辺を、

逆に外注に出すということになれば、新

たな委託費、また、２４時間体制を組ん

でいただくという委託費が発生しますの

で、この際、市営住宅の指定管理を導入

することによって、そちらのほうが見込

めるものだと考えております。

　それから、２点目の労働条件、それか

ら、サービスの向上ということにつきま

しては、先ほども申しましたように、一

定、住民サービスの向上を図れるという

ことで、住民にも２４時間対応していた

だけるということで、非常にメリットが

あるものと考えております。

　また、発注する業者に関しましても労

働条件は当然ございますので、ただ、専

従といいましても、ほかの受付業務、ほ

かの管理施設の業務を同時にしていただ

くということで、それぞれの管理業務の

削減を図れるのではないかなと思ってお

ります。

　続きまして、３点目の駐車場の料金制

度の導入、それから、申込みにつきまし

て、お答えさせていただきます。

　駐車場の利用料金制のものにつきまし

ては、現在、３団地の駐車場につきまし

ては、１６７台分の駐車スペースがござ

いますが、現在、１０１台分、残り６６

台分が空きスペースとなっております。

　こちらについて、有効利用をしていた

だくという提案をしていただく中で、利

用料金制度を設けてまいりたいと考えて

おります。

　こちらにつきましては、余剰にあるス

ペースを、先ほど申しましたようにコイ

ンパーキングであるとか、それから、月

極めの駐車場で使うとか、あと、今後広

がりつつあるカーシェアリング、そうい

うものを提案によって導入していただけ

れば、それから、あとその空地を住民の

方に寄与できるような使い方を提案して

いただければ、市と協議によって認めて

まいりたいと考えております。

　それにつきましては、条例でもござい

ますように、駐車場全体の管理をしてい

ただく上においては、現在の駐車場の使

用料金８，０００円を上回らないという

ことが原則となっておりますので、そう

いう運用について協議してまいりたいと

考えております。

　それから、申込業務については、市の

業務というわけではなくて、指定管理の

ほうに出していきたいと考えておるので

すが、実際の申込みを実施することにつ

いては、今後、指定管理と協議しながら、

住民の方、それから、市民の方の応募に

支障のないというやり方で実施してまい

りたいと考えております。

　それから、４番目の実質的な効果とい

うことで、削減額について実際に導入に

あたりまして試算をしております。

　我々見込んでおります平成２４年度の

予算に対しまして、人件費におきまして

は、約半分ぐらいの賃金の削減ができる

のではないか。
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　また、管理コストについては、２０％

程度削減ができるのではないかというこ

とで試算しております。

　人件費の削減については、職員を減ら

すというわけではなくて、それ以外の業

務にシフトしていきたいというふうに考

えております。

○三好義治委員長　野口委員。

○野口博委員　余りくどくど申し上げま

せんけども、要は、先ほど申し上げた、

この指定管理者をどんどん増加させて、

市の責任を市民サービス向上だとか、コ

スト削減という名目で、そういうことを

増やしていくということでいいのかと。

　そして、いろんな議案ごとに聞けば、

先ほど申し上げたように、その民間委託

したほうがサービスがよくなるのだとい

う、そんなことをしゃあしゃあとおっしゃっ

ているという、こういう構えでいいのか

と僕らは思っています。

　長年、市営住宅も今、２１０戸ですけ

ども、ほかの分野もそうですけど、取り

組んできたわけで、いわゆる国がそうい

う方針を決めて、何が何でも指定管理だ

という流れが一方であるわけで、最近の

悪い例でありますけども、北海道の石狩

であります。ここは、４年間、市の社協

がやっていました。

　そこで、昨年１２月、公募で地域の社

会福祉法人に決定した。それで、４月か

らやろうとしたら、そこの社会福祉法人

の労働条件が、めちゃくちゃ悪いという

ことで、そこに雇われるだろう方々が組

合をつくって、市と話し合いながら署名

も集めて、それを一応、ペケにさせて、

従来の社協のほうにお願いすると。

　そのときに、新たに入ろうとした社会

福祉法人の言い分は、正月早々こんなこ

とをおっしゃっています。職員を集めて

行った挨拶では、施設の救済、立て直し

のために来ることになった、数字が全て

だということを施設長が発言されて、そ

れでこういう事態を招いたということで、

こういうことができる要素が、指定管理

者制度の導入にあるわけで、先ほど、申

し上げた構えの問題について、やっぱり

立ち位置をしっかりして、頑張っていた

だきたいと。

　実際、公募しますので、ただ、２１０

戸というその規模で、指定管理として参

加する側としても、本当にメリットがあ

るのかという問題を含めて考えた場合に

どうなのかなという感じもしております

けれども、府営住宅とか、大きな所では、

いわゆる管理センター的な形で、ノウハ

ウを持っている団体が、いろんな自治体

をまたがって受けておりますけれども、

今回、こういう形で入居の申請からお願

いする格好になりますけれども、市営住

宅の将来像はどう見ているのか、今、市

の職員が関わってきていますけれども、

全て市営住宅の絡みは、いわゆる、その

指定管理に動いていこうとしているのか、

そういう状況の整備をしていくというこ

とを考えているのか、将来像問題につい

てお聞かせください。

　そして、ノウハウの問題でも、例えば、

先ほど、例として、水道の問題をおっしゃっ

ていますけれども、建物だとか、水道だっ

たら水道のことを相談して、いわゆる市

が持っている公共施設のメンテをどうす

るかという話し合いをすれば、この前、

総務部長も視察に参加された倉敷市のファ

シリティマネジメントの取組みもありま

すし、だから、行政規模は別にしまして、

摂津市としましても、公共施設のそうい

う維持管理の問題について、どう対応し

ていくのか、単純に全て指定管理にすれ

ばいいのかという問題もありますけれど

も、どうするかというものが問われてい
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ることの一つだと思っておりますので、

そういう点は、現状でできることはちゃ

んとしていくという立場で、あくまでも

直営を守って頑張っていただきたいとい

うことを申し上げて終わります。

○三好義治委員長　西川課長。

○西川防災管財課長　指定管理者制度の

導入に当たりまして、全ての事務を指定

管理者に移行していくという考えではご

ざいません。

　市営住宅に関しましては、セーフティ

ネット、高齢者、そういう方の最後の受

け皿になるということで、市営住宅とい

う目的がございます。

　今後、指定管理を導入して残されてい

く事務としまして、市が行う内容としま

しては、入居、家賃等の決定、それから、

国、府、市町村からの市営住宅、公営住

宅に対しての調査業務、それから、指定

管理者に対する支払い、指導等を行いま

す。

　また、滞納者、使用者に対する法的な

措置、それから、明渡し請求や、損害賠

償請求の法的な措置、こちらのほうは、

市のほうで当然行っていくものでありま

す。

　また、個人情報の関係の事務につきま

しては、当然、市で取り扱いを行ってい

きますし、こちらの条例にも一部ござい

ます暴力団の入居に関しましても、基本

的な事務につきましては、照会事務につ

きましても、市のほうが行っていくとい

う事務が残ります。

　そういうことで、今後、将来的に、こ

れらの事務は、継続して市が行っていき

ます。

○三好義治委員長　藤浦委員。

○藤浦雅彦委員　質問というか、意見だ

け述べさせていただきたいと思うのです

けども、今回のこの市営住宅の指定管理

者制度の導入に向けた取組みということ

で、これは今までもずっと国も含めた流

れという中で、民間の活力を大いに活用

して、サービスの向上、コストダウンを

図っていこうという大きな流れの中で行

われていることであって、我々も肯定を

しているわけでございますが、先ほど来

も質問もありますように、やっぱり大事

なことは、その指定管理の公募をしてい

く中で、その仕組みとか、取り決め、こ

の部分をしっかりと確保していくという

ことが大事なのであって、そのことをしっ

かりと考慮しながら、本当に指定管理を

迎えていく中で、サービスが向上できる

ように、また、コストがきちんと削減で

きるような、そういう仕組みを取り組ん

でいただくということをお願いしておき

たいと思います。意見として言っておき

ます。

○三好義治委員長　ほかにありませんか。

　上村委員。

○上村高義委員　それでは、私も、今、

野口委員の質問があって、それは答弁い

ただいたのですけれども、若干、確認と

いうことで、市営住宅は長年摂津市にあっ

て、今、ここにきてなぜ指定管理者制度

を導入するのかという理由付けが、説明

がなかったような気がしています。

　コミュニティプラザも、今回の提案の

中で、指定管理者にするということで、

コミプラができて、最初に市が直営でやっ

ていて、落ちついたから指定管理にして

おこうかということでは理解できるので

すけども、この市営住宅については、長

年、ずっと直営でやってきて、ここにき

て指定管理にするんだということだった

のですけども、その理由付けを説明いた

だきたいと思っております。

○三好義治委員長　西川課長。

○西川防災管財課長　ご質問の市営住宅
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の指定管理者導入についての時期、どう

してこの時期になったのかということに

ついて、お話させていただきます。

　本市において、ご存じのように、指定

管理者の制度の指針につきましては、平

成１８年度から順次、導入されておりま

す。

　市営住宅につきましても、地方自治法

上、公の施設に当たるということで、指

定管理について、以前から検討をしてま

いりました。

　その中で、一定、要因としましては、

三島団地の建替えがございまして、建替

え後の維持管理費というのが確定しなかっ

たというのがありまして、平成２３年度

に完成して、それ以降、平成２４年度実

績が、一定、固まったということで、指

定管理を平成２６年度から導入したいと

いう、時期については、以上から出てき

ているものでございます。

　また、他市の指定管理の状況につきま

しては、例えば、豊中市であれば平成２

３年の４月、それから、高槻市において

も平成２５年度から一部、それから、同

じく平成２５年度につきましては、１０

月から箕面市が導入されるという実績も

ございます。

　また、大阪府においては、平成２４年

度から、全戸指定管理を導入していった

ということで、そちらのほうのデメリッ

ト、メリットを確認する中で、やはり、

住民生活のサービス向上、コスト削減に

つながるものであるということで、そう

いうものを導入していきたいと考えてお

ります。

○三好義治委員長　上村委員。

○上村高義委員　今、説明があったので

すけども、他市もやっているからという

ことで、三島団地も軌道に乗ってきたと

いうこともあって、ことしのこの議会で

指定管理を提案したということでござい

ますけども、その分、職員の仕事が減る

というか、なくなると言いますか、とい

うことと、あと、防災管財課で所管して

いる、こういう公共施設の管理というこ

とで、まだ、ほかにいっぱいあると思う

のです。そういったところの管理につい

ても、やはり、今後、詰めて効率化を図

るということが必要ではないかというこ

とと、そして、先ほどの起債のところで

話しましたけれども、公共施設の老朽化

ということが、各地方自治体、非常に切

羽詰まったというか、新たな課題として

のってきておりますので、そういう方向

に仕事もシフトもしていくように、これ

はお願いしておきます。

○三好義治委員長　ほかにありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○三好義治委員長　以上で、質疑を終わ

ります。

　暫時休憩します。

（午前１１時１５分　休憩）

（午前１１時１７分　再開）

○三好義治委員長　再開します。

　討論に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○三好義治委員長　討論なしと認め、採

決します。

　議案第３６号所管分について、可決す

ることに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○三好義治委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第４５号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○三好義治委員長　賛成多数。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。
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　これで、本委員会を閉会します。

（午前１１時１８分　閉会）

委員会条例第２９条第１項の規定により

署名する。

総務常任委員長 三 好 義 治

総務常任委員  藤 浦 雅 彦
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